
参照条文

○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（令和二年法律第二十八

号）（抄）

（公共交通事業者等の基準適合義務等）

第八条 公共交通事業者等は、旅客施設を新たに建設し、若しくは旅客施設について主

務省令で定める大規模な改良を行うとき又は車両等を新たにその事業の用に供する

ときは、当該旅客施設又は車両等（以下「新設旅客施設等」という。）を、移動等円

滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する主務省令で定める

基準（以下「公共交通移動等円滑化基準」という。）に適合させなければならない。

２ 公共交通事業者等は、その事業の用に供する新設旅客施設等を公共交通移動等円滑

化基準に適合するように維持するとともに、当該新設旅客施設等を使用した役務の提

供の方法に関し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵

守しなければならない。

３ 公共交通事業者等は、その事業の用に供する旅客施設及び車両等（新設旅客施設等

を除く。）について、公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講

ずるよう努めるとともに、当該旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関

し移動等円滑化のために必要なものとして主務省令で定める基準を遵守するよう努

めなければならない。

４～９ （略）

（旅客施設及び車両等に係る基準適合性審査等）

第九条 （略）

２ （略）

３ 主務大臣は、新設旅客施設等のうち車両等（第一項の規定により審査を行うものを

除く。）若しくは前項の政令で定める法令の規定若しくは同項の規定による届出に係

る旅客施設について前条第一項の規定に違反している事実があり、又は新設旅客施設

等若しくは当該新設旅客施設等を使用した役務の提供の方法について同条第二項の

規定に違反している事実があると認めるときは、公共交通事業者等に対し、当該違反

を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

（公共交通事業者等の判断の基準となるべき事項）

第九条の二 主務大臣は、旅客施設及び車両等の移動等円滑化を促進するため、次に掲

げる事項並びに移動等円滑化のために公共交通事業者等が講ずる措置によって達成

すべき目標及び当該目標を達成するために当該事項と併せて講ずべき措置に関し、公

共交通事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
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一 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

二 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し第八条第二項及び第三項

の主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置

三 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降につ

いての介助、旅客施設における誘導その他の支援

四 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提

供

五 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

六 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる

適正な配慮についての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動

２ （略）

(指導及び助言)

第九条の三 主務大臣は、旅客施設及び車両等の移動等円滑化を促進するため必要があ

ると認めるときは、公共交通事業者等に対し、前条第一項に規定する判断の基準とな

るべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言を

することができる。

(計画の作成)

第九条の四 公共交通事業者等(旅客が相当数であることその他の主務省令で定める要

件に該当する者に限る。次条から第九条の七までにおいて同じ。)は、毎年度、主務省

令で定めるところにより、第九条の二第一項に規定する判断の基準となるべき事項に

おいて定められた同項の目標に関し、その達成のための計画を作成し、主務大臣に提

出しなければならない。

(定期の報告)

第九条の五 公共交通事業者等は、毎年度、主務省令で定めるところにより、前条の計

画に基づく措置の実施の状況その他主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなけ

ればならない。

(勧告等)

第九条の七 主務大臣は、公共交通事業者等の事業の用に供する旅客施設及び車両等の

移動等円滑化の状況が第九条の二第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照

らして著しく不十分であると認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該旅客

施設及び車両等の移動等円滑化に関する技術水準その他の事情を勘案し、その判断の

根拠を示して、当該旅客施設及び車両等に係る移動等円滑化に関し必要な措置をとる
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べき旨の勧告をすることができる。

２ 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた公共交通事業者等がその勧告に従わなか

ったときは、その旨を公表することができる。

(報告及び立入検査)

第五十三条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、主務省令で定めると

ころにより、公共交通事業者等に対し、移動等円滑化のための事業に関し報告をさせ、

又はその職員に、公共交通事業者等の事務所その他の事業場若しくは車両等に立ち入

り、旅客施設、車両等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者

に質問させることができる。

第五十九条 第九条第三項、第十二条第三項又は第十五条第一項の規定による命令に違

反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
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